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第１章 個別施設計画の概要 

【1-1】計画策定の背景と目的 

本市における公共施設等については、昭和４０年～５０年代の高度経済成長期

に建設されたものが多く、これらの施設は老朽化が進んでおり、今後ほぼ同時期

に大規模改修や更新の時期を迎えようとしています。 

国においては、平成２５年１１月に「インフラ長寿命化基本計画」（インフラ

老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定）を策定するとともに、総務省

から平成２６年４月に、「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」が

示され、地方公共団体においても「公共施設等総合管理計画」の策定が要請され

ました。 

このような背景から、本市において、老朽化が進む施設の安全対策や維持管

理、更新にかかる費用の負担といった課題に適切に対応していくため、平成２９

年８月に「諫早市公共施設等総合管理計画（以下、総合管理計画）」を策定し、

このたび、総合管理計画を踏まえ、施設ごとの維持管理の実施方針を示す計画と

して「個別施設計画」を策定するものです。 

【１-2】個別施設計画の位置付け 

 

【国（インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議）】

【諫早市】

ほか

インフラ長寿命化基本計画
（平成25年11月策定）

インフラ長寿命化計画（行動計画）

諫早市公共施設等総合管理計画
（平成29年8月策定）

個別施設計画

学
校
教
育
施
設

ス
ポ
ー

ツ
施
設

福
祉
施
設

そ
の
他
施
設

道
路

公共施設・インフラ施設
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【1-3】個別施設計画の内容 

 個別施設計画は、総合管理計画に基づき、施設ごとの維持管理の実施方針とし

て策定するもので、対象施設の維持管理等の対策内容・実施時期などを示すもの

です。 

 

【1-4】個別施設計画に記載すべき事項 

 国が策定した「インフラ長寿命化基本計画」に示された、個別施設計画の記載

事項は以下のとおりです。 

― 個別施設計画の記載事項 － 

① 対象施設 

「総合管理計画」において、個別施設計画を策定することとした施設を対象とする。計画の策定に

当たっては、維持管理及び更新等に係る取組状況や利用状況等に鑑み、個別施設のメンテナンス

サイクルを計画的に実行する上で最も効率的・効果的と考えられる計画策定の単位（例えば、事業

毎の分類（道路、下水道等）や、構造物毎の分類（橋梁、トンネル、管路等）等）を設定した上で、その

単位毎に計画を策定する。 

②計画期間 

インフラの状態は、経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化することから、定期点検サイクル

等を考慮した上で計画期間を設定し、その点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更新するものとする。 

本計画で示す取組を通じ、知見やノウハウの蓄積を進め、計画期間の長期化を図ることで、中長

期的な維持管理及び更新等に係るコストの見通しの精度向上を図る。 

③対策の優先順位の考え方 

個別施設の状態（劣化、損傷の状況や要因等）の他、当該施設が果たしている役割、機能、利用

状況、重要性等、対策を実施する際に考慮すべき事項を設定した上で、それらに基づく優先順位の

考え方を明確化する。 

④個別施設の状態等 

点検や診断によって得られた個別施設の状態について、施設毎に整理する。なお、点検や診断を

未実施の施設については、点検実施時期を明記する。 

また、「③対策の優先順位の考え方」で明らかにした事項のうち、個別施設の状態以外の事項に

ついて、必要な情報を整理する。 

⑤対策内容と実施時期 

「③対策の優先順位の考え方」及び「④個別施設の状態等」を踏まえ、次回の点検や診断、修繕

や更新、さらには、更新の機会を捉えた機能転換や用途変更、複合化や集約化、廃止や撤去、耐震

化等の必要な対策について、講ずる措置の内容や実施時期を施設毎に整理する。 

⑥対策費用 

計画期間内に要する対策費用の概算を整理する。 
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【1-5】公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

 本市の公共施設等の管理に関する基本方針は以下のとおりです。 

基本方針１ 市民の安全・安心を守るための適切な施設管理の実施              

（１）点検・安全確保の実施 

①不測の事故などによるリスクを未然に防ぐために、日常点検・定期点検を徹底し、危険箇所や不具合

箇所の早期発見や劣化状況の把握に努めます。 

②劣化や危険性が認められた施設については、すみやかに修繕又はその他の安全対策を実施します。 

③公共施設等の点検結果や修繕履歴を蓄積・管理することで、その後の修繕や更新における判断材料

として活用します。 

（２）耐震化の実施 

①公共施設（建物）については、災害時等の避難場所としても位置付けられている学校施設の耐震化は

完了しましたが、他の公共施設（建物）についても、地震時における安全性確保のため、補強工事の必

要性が認められた施設については耐震化を実施します。 

②橋梁については、主要幹線に架かるものの耐震化を優先的に行い、その後も計画的に実施します。 

③上水道施設、下水道施設については、基幹施設・基幹管路及び病院等の重要施設へ通じる管路など

の耐震化を優先的に行い、他の施設については更新の時期等を考慮しながら計画的に実施します。 

（３）防災・減災対策の実施 

地域防災計画で避難場所として指定された公共施設（建物）については、機能確保の観点から、平常時

も適切な管理に努めます。 

 

基本方針２ 計画的な改修による財政負担の平準化等                      

（１）予防保全改修の実施 

公共施設等の現状や修繕周期を踏まえ、計画的な予防保全的改修を行い、維持管理コストの削減を図り

ます。 

（２）長寿命化改修の実施 

長期的な視点に立った施設の長寿命化を計画的・効率的に行い、大規模改修や建替え等による更新コ

ストの一定期間への集中的な増大を防ぎ、財政負担の平準化を図ります。 

 

基本方針３ 市民のニーズに即した有効活用、施設の現状に応じた多様な検討       

（１）市民のニーズに即した有効活用 

少子高齢化の進展に伴う年齢構成の変化などにより、公共施設（建物）に求める市民のニーズも変化す

ることが想定されるので、必要に応じて、用途変更や目的外使用なども検討し、既存施設の有効活用を

図ります。 

（２）施設の現状に応じた多様な検討 

利用状況が著しく低下した施設又は老朽化が進んだ施設については、地域の実情や住民の意見を踏ま

えて、機能の集約化、複合化若しくは更新や廃止を検討します。その結果、不要となった施設については

用途廃止を行い、貸付け、若しくは譲渡し、又は除却します。 
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第２章 個別施設計画（商工観光施設計画） 

 

【2-1】施設の現況 

経済交流部商工観光課所管の商工観光施設については、大別してレクリエーシ

ョン施設と物産振興施設とに分けられます。 

まず、レクリエーション施設については、平成１７年の市町村合併により旧町

から引き継ぐこととなった施設で、旧高来町が管理していました「いこいの森た

かき」と「轟峡」、旧飯盛町が管理していました「結の浜マリンパーク」です。

いずれの施設も、地域住民の憩いの施設として愛され、また、観光施設としても

多くの方々に利用され、地域の振興に大きな役割を果たしてきました。 

 全ての施設が昭和後期（昭和５０～６０年）の建築物であり、老朽化や不具合

が生じている施設が多く、これまでも修繕や改修等を繰り返しながら活用してき

たところです。 

 今後も市民の憩いの場として、また観光振興の拠点として活用できるよう、施

設環境の整備と安全・安心性を確保することが課題となっており、また、時代に

合わせた利便性や機能の向上などにも対応する必要があります。 

物産振興施設（諫早商工会館（物産ホール））については、市の中心部に位置

し、本市の物産振興の拠点として、地域の事業者にご利用いただいてきた施設で

あり、また、住民にとっては非常災害時には避難所としての役割も果たす重要な

施設です。 

 管理組合により維持管理に努めているところですが、今後は老朽化による中規

模の修繕や機能移転に伴う用途の見直し等による改修等が必要となってくる可能

性があることから管理組合側で施設計画を作成することも検討されています。

（よって、物産ホールは、本計画の対象施設から除外しています。） 
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【2-2】対象施設 

 本計画の対象施設は、経済交流部商工観光課で所管する「商工観光施設」と

し、施設数は４です。 

なお、施設の位置については、６ページの「位置図」、各施設の情報について

は７ページ以降の「個別施設シート」に記載のとおりです。 

 

■対象施設一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 施設名 所在 施設区分 所管課

1 結の浜マリンパーク 飯盛町池下17-2 食堂・調理室等

2 いこいの村長崎 高来町善住寺1075-8 宿泊施設等

3 いこいの森たかき 高来町善住寺1080-11外 管理棟等

4 轟峡 高来町善住寺1106-23外 管理事務所等

商工観光課
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施設位置図

3
いこいの村長崎

1

結の浜マリンパーク

2 轟 峡

No 施設名 施設区分 地図No

1 結の浜マリンパーク 食堂・調理場等 ①
2 轟峡 管理事務所等 ②
3 いこいの村長崎 宿泊施設等 ③
4 いこいの森たかき 管理棟等 ④

いこいの森たかき 4



  

 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開
始

終
了

自 至

１．基本情報

2

県と市の施設が混在しており、県の施設の維持管理
については委託契約により市で管理しているが、主要
な施設の更新については県の負担となり、時間を要し
ている。

⇒
施設の適切な管理に係る経費について、予算の確保
を引続きお願いしていく必要がある。

５．その他特記事項

※土砂災害警戒区域（敷地のみ、急傾斜地）の指定あり

４．施設運営上の課題、改善策等

課題等 所管課としての考え

1 各種設備の老朽化が著しい。 ⇒

予算の範囲内で修繕を行っているが、維持が厳しい状
況である。海沿いの施設であり、台風等の被害による
劣化・毀損の程度が大きいため、計画的な更新が必
要。

年間利用者数 （全体：人） 28,825 20,758 18,777 21,627 17,911 18,488 21,064

年間利用料収入 （全体：千円） 8,845 8,905 8,677 9,965 9,084 8,714 9,032

○

AED
車椅子用 オストメイト ベビーシート 有無 台数

３．利用状況

令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 開館日6年間平均

設備状況
スロープ エレベータ

トイレ（多目的） 障害者用駐車場
授乳室

― ― ○ ― ― 有 4 ―

取得価格（全棟） 53,231 千円 駐車場台数 424 台

主要建築物構造 鉄筋コンクリート（マリンドーム） 主要建築物築年月 平成１５年（マリンドーム）

建築面積（全棟） 570.89 ㎡ 延床面積（全棟） 570.89 ㎡

２．土地・建物情報

敷地面積 12,768 ㎡ 建物棟数 7

指定管理者等名 ― 委託期間 4月1日 ～ 3月31日

日

運営形態 直営 利用時間 8:30 ～ 20:00

設置目的
市民に海と自然にふれあう場を提供
し、もって市民の福祉の増進に資す
る。

防災拠点指定等 なし 年間開館日数 359

個別施設シート

外観写真

施設名称 結の浜マリンパーク

所在地 諫早市飯盛町池下17-2

所管部署 経済交流部　商工観光課

設置条例等 諫早市結の浜マリンパーク条例
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令和２年度 自動火災報知設備非常用蓄電池取替修繕 13

令和２年度 外灯修繕 154

７．修繕等の履歴

実施年度 修繕等の内容 金額（千円）

令和２年度 マリンドーム空調機器改修 484

地
上

階
地
下

階

52.54 平成１５年

平成１５年

－

－

7
機具倉庫

（小）
地
上

1 階

8 遊具
地
上

階
地
下

階

9 門扉
地
上

階
地
下

－階 平成１５年

－階 12.88 12.88 平成１５年

6
機具倉庫

（大）
地
上

1 階
地
下

階 52.54

5
公園休憩所
（東屋Ⅱ）

地
上

1 階
地
下

階 9.00

1 マリンドーム
地
上

1 階
地
下

6.00 平成１５年

階 12.56 12.56 平成１５年4
公園休憩所
（円形東屋）

地
上

1 階
地
下

3 クックハウス
地
上

1 階 階 25.75

階 6.00

階 452.16 452.16 平成１５年

53,23125.75 平成１５年

9.00 平成１５年

　施設名称（　　結の浜マリンパーク　　）

６．建物（棟別）情報

建物（棟）の
名称

階数
建築面積

（㎡）
延床面積

（㎡）
築年月

取得価格
（千円）

構造

2 機械室
地
上

1 階
地
下

鉄筋コンク
リート造

コンクリートブ
ロック造

鉄筋コンク
リート造

木造

鉄筋コンク
リート造

－

－

－

－

地
下

地
下

33令和６年度 マリンドーム自動火災報知設備修繕
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開
始

終
了

自 至

４．施設運営上の課題、改善策等

課題等 所管課としての考え

1 宿泊施設の老朽化が著しい。 ⇒
予算の範囲内で修繕を行っているが、維持が厳しい状
況である。経年劣化による設備の故障等が多いため、
計画的な更新が必要。

2
宿泊施設は令和４年で法定耐用年数を迎える。本施
設の維持管理であと何年継続するのか、施設の更新・
廃止についても検討の必要がある。

⇒
長年地元に愛されてきた施設であるため、廃止ではな
く民間事業者への売却等も視野に入れながら、施設
の更新を検討する必要がある。

５．その他特記事項

　本施設は、昭和51年４月に当時の雇用促進事業団（現：独立行政法人 雇用能力・開発機構）が、余暇を利用しての
勤労者の健康増進と福祉の向上、雇用の促進を目的に設置。その後、平成13年12月、国による「特殊法人等の整理
合理化計画」が閣議決定され、平成15年9月に旧高来町が雇用促進事業団より購入。

個別施設シート

１．基本情報

外観写真

施設名称 いこいの村長崎

所在地 諫早市高来町善住寺1075-8

所管部署 経済交流部　商工観光課

設置条例等 諫早市いこいの森たかき条例

設置目的
豊かな自然環境と健全な野外活動を
通じて、市民の健康の増進と福祉の向
上を図る

年間開館日数

２．土地・建物情報

敷地面積 18,004 ㎡ 建物棟数 8

指定管理者等名 ㈱クリエイト・レストランツ 委託期間 R4.4.1 ～ R8.3.31

290 日

運営形態 指定管理 利用時間 9:00 ～ 17:00

防災拠点指定等 なし

主要建築物構造 鉄骨鉄筋コンクリート（宿泊所） 主要建築物築年月 昭和５１年４月（宿泊所）

建築面積（全棟） 4365.47 ㎡ 延床面積（全棟） 7241.86 ㎡

AED
車椅子用 オストメイト ベビーシート 有無 台数

取得価格（全棟） 1,050 千円 駐車場台数 92 台

設備状況
スロープ エレベータ

トイレ（多目的） 障害者用駐車場
授乳室

― ○ ○ ― ― ○ 2 ―

３．利用状況

令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 開館日6年間平均

○

年間利用者数 （全体：人） 39,353 14,653 18,335 22,252 24,345 25,813 24,125

年間利用料収入 （全体：千円） 98,972 36,462 48,951 62,980 75,424 87,194 68,331
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大浴場玄関左側竪樋修繕 43

浴室蛇口取替工事 1,258

ボイラー循環ポンプ取替修繕 1,075

１号ボイラー部品取替修繕 244

トイレ換気扇修繕 158

給水ポンプ取替修繕 286
令和６年度

深井戸送水ポンプ取替修繕 5,214

消防設備修繕 434

128

循環ポンプ取替修繕 300

プール配管漏水修繕 193

プールトイレ便器修繕 151

令和３年度

浄化槽ブロア取替修繕 1,298

消防設備修繕 120

消防設備修繕 143

大浴場循環ポンプ取替修繕 285

女子更衣室換気扇取替修繕 121

冷凍庫、冷蔵庫修繕 165

１号ボイラー修繕 140

令和４年度

プレハブ冷蔵庫修繕 432

エレベーター制御基板修繕 319

消防設備修繕 275

令和２年度

浴室水風呂排水電磁弁取替修繕 141

電話設備修繕 996

丸風呂ボイラー循環ポンプ取替修繕 128

築年月
取得価格
（千円）

　施設名称（　いこいの村長崎　）

６．建物（棟別）情報

建物（棟）の
名称

構造 階数
建築面積

（㎡）
延床面積

（㎡）

７．修繕等の履歴

実施年度 修繕等の内容 金額（千円）

1 宿泊所
鉄筋鉄骨コン
クリート

地
上

5 階

機械室
鉄筋コンク
リート

地
上

1 階2

1,050

車庫・物置

35.1 昭和56年

25 25 昭和51年3月

127.8 127.8 昭和51年3月

階 195 195 昭和51年3月

階

階

階 35.1

地
下

階

地
下

階

平成14年2月

178.62 327.11 昭和63年8月

72.54 72.54

3648.41 6376.31 昭和51年4月

地
下

階3

5 浄化槽棟
コンクリートブ
ロック

地
上

1 階
地
下

4 倉庫 軽量鉄骨
地
上

1 階
地
下

鉄骨
地
上

2 階

6

7 寄宿舎
コンクリートブ
ロック

地
上

1 階
地
下

共同住宅
コンクリートブ
ロック

地
上

1 階
地
下

9
給水貯水槽

（高架）
鉄筋コンク
リート

地
上

階
地
下

階

8 倉庫 軽量鉄骨
地
上

1 階
地
下

階

地
上

階
地
下

階

83 83 昭和51年

昭和52年

10 受水槽棟 鉄骨

２号ボイラー修繕 161

送水ポンプ修繕

昭和53年

消防設備修繕 107

浄化槽ブロア取替修繕 1,287

機械室屋上防水改修 616

ポンプ制御盤修繕 263

シャッター修繕 199

エレベーター部品交換 138

令和５年度
カウンター前ダウンライト修繕 166

サウナ室格子修繕 305

消防設備修繕 409
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開
始

終
了

自 至

３．利用状況

令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 開館日6年間平均

年間利用者数 （全体：人） 1,223 1,157 1,165 405 367 186 751

年間利用料収入 （全体：千円） 357 343 344

2 ⇒

５．その他特記事項

４．施設運営上の課題、改善策等

課題等 所管課としての考え

1 施設の老朽化が著しい。 ⇒
今後、利用が見込めないものについては、用途の変更
や廃止なども視野に入れながら検討する必要がある。

144 108 80 229

― 無 ― ―

AED
車椅子用 オストメイト ベビーシート 有無 台数設備状況

スロープ エレベータ
トイレ（多目的） 障害者用駐車場

授乳室

― ― ― ―

取得価格（全棟） 142,944 千円 駐車場台数 200 台

主要建築物構造 木造（林業資料館） 主要建築物築年月 平成５年（林業資料館）

建築面積（全棟） 761.26 ㎡ 延床面積（全棟） 761.26 ㎡

２．土地・建物情報

敷地面積 18,800 ㎡ 建物棟数 14

指定管理者等名 ㈱クリエイト・レストランツ 委託期間 R4.4.1 ～ R8.3.31

290 日

運営形態 指定管理 利用時間 9:00 ～ 17:00

諫早市いこいの森たかき条例

設置目的
豊かな自然環境と健全な野外活動を
通じて、市民の健康の増進と福祉の向
上を図る

防災拠点指定等 なし 年間開館日数

個別施設シート

１．基本情報

外観写真

施設名称 いこいの森たかき

所在地 諫早市高城町善住寺1080-11外

所管部署 経済交流部　商工観光課

設置条例等
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７．修繕等の履歴

実施年度 修繕等の内容 金額（千円）

令和３年度 送水ポンプ制御盤修繕 174

地
上

階
地
下

階

26.64 26.64 平成３年 501

15
グラススキー用

具庫
木造

地
上

1 階 256
地
下

階 9.72 9.72 平成４年

14 管理用倉庫 軽量鉄骨
地
上

1 階
地
下

階

35.97 35.97 昭和６０年 －

13
管理棟（旧事務

室）
コンクリートブロッ
ク

地
上

1 階 55,836
地
下

階 65.52 65.52 昭和６０年

12 プール機械室
コンクリートブロッ
ク

地
上

1 階
地
下

階

－ － 昭和６０年 －

11 プール管理棟
コンクリートブロッ
ク

地
上

1 階 －
地
下

階 87.09 87.09 昭和６０年

10 プール
鉄筋コンクリート
ブロック

地
上

1 階
地
下

階

9.00 9.00 平成６年 4,450

9
芝生広場便所倉

庫
木造

地
上

1 階 8,950
地
下

階 37.00 37.00 平成６年

8
芝生広場休憩所

（東屋）
木造

地
上

1 階
地
下

階

20.00 20.00 平成４年 3,700

7 林業資料館 木造
地
上

1 階 18,156
地
下

階 154.32 154.32 平成５年

6 休憩所（東屋） 木造
地
上

1 階
地
下

階

21.00 21.00 平成４年 8,700

5 公衆便所 木造
地
上

1 階 8,300
地
下

階 36.00 36.00 平成４年

4 水車小屋 木造
地
上

1 階
地
下

階

平成３年 1,237

3 リフト操作室 木造
地
上

1 階 2,858
地
下

階 6.00 6.00 平成３年

30,000

2 バルコニー 木造
地
上

1 階
地
下

階

地
下

階 132.00 132.00 平成３年1 クラブハウス 木造
地
上

1 階

121.00 121.00

　施設名称（　　　いこいの森たかき　　　　）

６．建物（棟別）情報

建物（棟）の
名称

構造 階数
建築面積

（㎡）
延床面積

（㎡）
築年月

取得価格
（千円）
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了

自 至

４．施設運営上の課題、改善策等

課題等 所管課としての考え

1 各施設の老朽化が著しい。 ⇒
予算の範囲内で修繕を行っているが、維持が厳しい状
況である。台風等の被害による劣化・毀損の程度が大
きいため、計画的な更新が必要。

2
令和２年７月の豪雨により人命に関わる災害が発生し
たため、今後の施設管理の在り方を検討する必要が
ある。

⇒
本市の重要な観光拠点の一つであるため、できるだけ
存続できるような方向で検討をしていきたい。

５．その他特記事項

※土砂災害警戒区域及び特別警戒区域（建物及び敷地、急傾斜地）の指定あり

個別施設シート

１．基本情報

外観写真

施設名称 轟峡

所在地 諫早市高来町善住寺1106-23

所管部署 経済交流部　商工観光課

設置条例等

365 日

運営形態 その他 利用時間 0:00 ～ 0:00

なし

設置目的 ―

防災拠点指定等 なし 年間開館日数

２．土地・建物情報

敷地面積 不明 ㎡ 建物棟数 8

指定管理者等名 湯江山林会 委託期間 R5.4.1 ～ R6.3.31

主要建築物構造 木造（観光案内所） 主要建築物築年月 平成１８年（観光案内所）

建築面積（全棟） 201.46 ㎡ 延床面積（全棟） 211.96 ㎡

AED
車椅子用 オストメイト ベビーシート 有無 台数

取得価格（全棟） 30,673 千円 駐車場台数 200 台

設備状況
スロープ エレベータ

トイレ（多目的） 障害者用駐車場
授乳室

― ― ○ ― ― 無 ―

３．利用状況

平成30年度 令和1年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 開館日6年間平均

○

年間利用者数 （全体：人） 25,251 14,506 － － － － 19,879

年間利用料収入 （全体：千円） 2,446 2,126 － － － － 2,286
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令和２年度 観光案内所外部床板修繕 48

令和２年度 観光案内所手洗い場水道配管修繕 107

　施設名称（　　　　　　　轟　峡　　　　　　　　）

６．建物（棟別）情報

７．修繕等の履歴

実施年度 修繕等の内容 金額（千円）

建築面積
（㎡）

延床面積
（㎡）

築年月
取得価格
（千円）

5,000
地
下

階 46.92 46.92 昭和５９年

地
上

1 階

建物（棟）の
名称

構造 階数

1
キャンプ場管
理棟

コンクリートブ
ロック造

地
上

1 階

－

3
物置（青雲荘
横）

木造
地
上

1 階 980
地
下

階 9.94 9.94 昭和６３年

2
キャンプ場休
憩所（東屋）

木造
地
下

階

地
上

1

12.25 12.25

階
地
下

階

昭和５９年

階
地
下

階

2.94 2.94 平成元年 597

5
キャンプ場シャ
ワー兼更衣室

コンクリートブ
ロック造

地
上

1 階 1,377
地
下

階 11.96 11.96 平成３年

4
大渡駐車場手
前トイレ

木造

103.94 平成１８年

18.4 18.4 平成４年 5,016

7
轟の滝トイレ
（清流荘下）

木造
地
上

1 階 1,129
地
下

階 5.61 5.61 平成５年

6
第３駐車場トイ
レ

木造
地
上

1

地
上

階
地
下

階

16,574

9 共聴施設
受信点設備、伝
送設備・引込設
備

地
上

階 8,077
地
下

階 － － 平成１１年

8
轟峡観光案内
所

木造
地
上

2 階
地
下

階 93.44

令和４年度 第１駐車場トイレ修繕 268

令和４年度 観光案内所水道管漏水修繕 608

令和５年度 第１駐車場トイレ修繕 341
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【2-3】計画期間 

総合管理計画と同様、計画の実効性及び社会情勢の変化に柔軟に対応するた

め、計画期間を202０年度（令和２年度）から20２９年度（令和1１年度）ま

での10年間とします。 

 

【2-4】対策の優先順位の考え方 

総合管理計画において、公共施設等の管理に関する基本方針が定められてお

り、これは既存の公共施設を可能な限り長く安全に利用していくために計画的な

設備の更新や施設の改修を行うことで長寿命化を図っていくことになっていま

す。この基本方針を踏まえ、施設の劣化・損傷の状況や利用状況、地域の特性、

社会的役割など、様々な視点から検討を行い、総合的に対策の優先順位を判断し

ていくこととします。 

 

【2-5】個別施設の状態、評価等 

 施設の状態の把握と改修等の必要性を判断するため、簡易劣化調査（目視・打

診・触診）を実施しました。また、日常及び定期点検や建築基準法に基づく定期

報告が義務付けられている施設は、その結果も参考に以下の基準で劣化度を評価

しました。 

■劣化度評価基準 

評価 評価基準 対応

A 概ね良好 計画的な保全を継続

B
局所、部分的に劣化・故障
（安全上、機能上、問題なし）

軽微な修繕、補修、又は予防
保全を実施

C
各所、広範囲に劣化・故障
（安全上、機能上、低下の兆し）

今後必要に応じて、部分改修、
中規模改修を実施

D

劣化・故障の程度が大きく、早急に対応する必要があ
る。
（安全上、機能上に問題がある）
（躯体の耐久性に影響を与えている）
（設備が故障し施設運営に支障をあたえている）
など

速やかに改修計画を策定し
て、個別又は大規模改修を実
施
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■施設情報一覧 

 

 

※法定耐用年数とは、税務上、減価償却費の算定基準として「減価償却資産の耐用年数等に関す

る省令」（昭和40年大蔵省令第15号）で定められた耐用年数のことで、建物の実際の寿命では

ありません。 

 

【2-6】対策内容・実施時期・対策費用 

 計画期間（202０年度（令和２年度）～20２９年度（令和1１年度））にお

ける対策内容、実施時期、対策費用は、後述の実施計画に示すとおりです。 

総合管理計画の基本方針に基づいて、日常・定期点検等を行うことにより、施

設の状態を把握し、計画的に予防保全的な修繕や機能向上のための改修を実施す

ることで施設の長寿命化を図り、市民サービスを維持していく必要があります。 

 

■使用目標年数の設定 

施設のうち、建築物の寿命は、構造、立地条件、使用状況の違いなどによって

左右されますが、施設の長寿命化を図りながら、法定耐用年数を超えて使い続け

ることを目標とし、「建築物の耐久計画に関する考え方」（社団法人日本建築学

会）の考え方を参考に使用目標年数を設定しました。 

建築
躯体・屋根
外装・内装

電気設備 空調設備 衛生設備 その他

1 結の浜マリンパーク（マリンドーム、門扉） 鉄筋コンクリート 452.16㎡ 平成15年 22 41 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

2 結の浜マリンパーク（クックハウス） 鉄筋コンクリート 25.75㎡ 平成15年 22 38 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

3 いこいの村長崎（宿泊所）
鉄筋鉄骨コンク
リート

6376.71㎡ 昭和51年 49 47 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ

4 いこいの村長崎（機械室） 鉄筋コンクリート 72.54㎡ 平成14年 23 38 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

5 いこいの村長崎（車庫物置） 鉄骨 327.11㎡ 昭和63年 37 15 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

6 いこいの森たかき（林業資料館） 木造 154.32㎡ 平成5年 32 24 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

7 轟峡（キャンプ場管理棟）
コンクリートブロッ
ク

46.92㎡ 昭和59年 41 41 Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

8 轟峡（観光案内所） 木造 103.94㎡ 平成18年 19 24 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

9 轟峡（キャンプ場シャワー兼更衣室） 木造 9.94㎡ 昭和63年 37 15 Ｂ Ｂ Ｂ

劣化状況評価

施設名称 構造
延床面積

㎡
建築年 経過年数

法定耐用
年数
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■施設の対策方針 

①維持保全 

 行政サービス提供の必要性がある施設で、建物の健全性が保たれている場合

は、予防保全の考え方に基づき、計画的な維持管理を行います。また、一定周

期毎に中規模改修や大規模改修を行うことで長寿命化を図り、継続して維持し

ます。 

②更新 

 行政サービス提供の必要性がある施設で、耐震性や老朽化度等を勘案した結

果、建物の健全性が保たれないと判断された場合は、建替えを検討します。 

③用途変更・集約化・複合化 

 利用度が極端に低下した施設は、地域の実情やニーズ、住民の意見等を踏まえ

て、用途変更、機能の集約化、複合化を検討します。 

④廃止 

 利用や行政目的が無くなった施設で、安全性が確保されておらず、老朽化も著

しいなどの原因によって、転用等ができない施設は、廃止を検討します。 

使用目標年数 

重量鉄骨造 80 年 

軽量鉄骨造 50 年 

80 年 

倉庫等の簡易建築物 50 年 

50 年 木造（W） 

鉄骨造（S） 

コンクリートブロック造（CB） 

80 年 

建築物の構造 

鉄骨鉄筋コンクリート造（SRC） 

鉄筋コンクリート造（RC） 
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■対策方針に基づく実施計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

1 結の浜マリンパーク（マリンドーム、門扉） 維持保全
令和２年度に空調の改修工事を行ったため、今後はそれ以外の部分で劣化が著しいもの
として換気扉やスライドドアを含む外壁等を優先して改修を行う。その後に、照明機器の
改修を進める。

高

2 結の浜マリンパーク（クックハウス） 維持保全
構造上、給排水設備がメインの施設であるため、その主要部分を優先して改修することと
する。

中

3 いこいの村長崎（宿泊所） 維持保全
昭和51年の建築物であり施設の老朽化が著しいため、内外装含めた大規模改修を行うこ
ととする。

高

4 いこいの村長崎（機械室） 維持保全 経年劣化により、老朽化が明らかな外壁部分を優先して改修する。 低

5 いこいの村長崎（車庫物置） 維持保全 経年劣化により、老朽化が明らかな外壁部分を優先して改修する。 低

6 いこいの森たかき（林業資料館） 維持保全
施設の老朽化が著しい屋根・天井を優先して改修を行い、その後に施設の利用状況（紙
すき団体の利用）を考慮して給排水設備の改修を行う。

低

7 轟峡（キャンプ場管理棟） 維持保全
建物の外部に設置されている照明器具の老朽化が著しいため、当該設備を優先して改修
する。また、給水の源泉が枯渇気味であるため、給水設備についてもその後に改修を行
う。（令和２年度の豪雨による被害復旧が前提）

中

8 轟峡（観光案内所） 維持保全
大雨や台風などのたびにトイレタンクへの給水に支障が出ているため、給排水設備を優
先して改修を行う。

中

9 轟峡（キャンプ場シャワー兼更衣室） 維持保全
施設を長期に維持するため、多湿の状況に耐えうるよう改修を行う。また、男性用及び女
性用のシャワーはどちらも２基のうち１基しか温水が出ないため、その後に改修を行う。
（令和２年度の豪雨による被害復旧が前提）

中

対策費用（概算） ７４，９２０千円　※令和７年時点修正

№ 施設名 対策方針 対策内容
優先
順位

実施時期（予定年度）

維持管理

維持管理

外壁等

改修
照明他

改修

内壁等

改修

天井等

改修

維持管理

維持管理

維持管理

維持管理

維持管理

維持管理

維持管理

給排水設備

改修

給排水設備

改修

給排水設備

改修
内壁等改修

外壁等改修

内部改修

屋根・天井

改修

給排水設備

改修

空調機器

改修

電気設備外

改修

床板改修

維持管理

維持管理

外壁等

改修

照明他

改修

内壁等

改修

天井等

改修

維持管理

維持管理

維持管理

維持管理

維持管理

維持管理

維持管理

給排水設備

改修

大規模改修（外壁・内壁）

給排水設備

改修

給排水設備

改修

外壁改修

外壁改修

給排水設備

改修

外壁等改修

屋根・天井

改修

給排水設備

改修

空調機器

改修

電気設備外

改修

床板改修
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■実施計画の主な内容 

① 結の浜マリンパーク（マリンドーム） 

・個別施設の現況、課題、対策方針、対策内容、実施時期等 

  施設の老朽化による故障等が増加傾向にあり、施設利用団体の営業に大き

な影響を与えています。施設の通常が稼働できないと、市民の利便性の低下

につながり、利用者の減少にもつながりかねないため、今後は老朽箇所の把

握と計画的な改修に努めます。令和２年度に空調設備の改修を行ったため、

今後は、それ以外の設備一式の改修を予定しています。 

 

・現況写真 

 

 

 

 

 

 

    全景（ビーチ側から撮影）    全景（入り口横駐車場側から撮影） 

 

 

 

 

 

 

 

 

       利用状況（左）          利用状況（右） 

 

 

 

 



  

 21  

 

② 轟峡（観光案内所） 

・個別施設の現況、課題、対策方針、対策内容、実施時期等 

  大雨等の被害により、給水設備（トイレの手洗い）に支障を来している状

況です。（楊柳の滝上流から取水）これまでにも大雨や台風などにより、ト

イレの排水タンクや手洗い場用の水が出なくなる状況があったため、令和４

年度に取水元の調整を行いました。今後については、状況を見ながら新たな

配管整備等の対応を検討します。 

 

・現況写真 

 

 

 

 

 

 

 

     全景（駐車場側から撮影）         清掃用具 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        管理室入口             トイレ 
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③ いこいの森たかき（林業資料館） 

・個別施設の現況、課題、対策方針、対策内容、実施時期等 

  現在、地元の紙すきの団体が定期的に利用している施設であり、今後も継

続的な利用が見込めるため、施設の維持管理に努めていきます。施設の老朽

化は進行していますが、主な設備は建築物本体以外には電気、水道であり故

障も特に多い施設ではないため、計画的に老朽箇所の更新を行い、施設の長

期有効活用に努めます。 

 

・現況写真 

 

 

 

 

 

 

     林業資料館全景（正面）         入り口付近 

 

 

 

 

 

 

 

 

         事務室             紙すき工房 

 

 

 

 

 



  

 23  

 

④ いこいの村長崎（宿泊所） 

・個別施設の現況、課題、対策方針、対策内容、実施時期等 

  施設の老朽化により設備の故障が特に多い施設であり、例年修繕には多額

の費用を要しています。設備の維持だけでも多額の費用を要しているため、

施設利用者のための設備投資までは行えていません。故障した設備は早急に

復旧する必要がありますが、計画的な設備の更新に併せて利用者へのＰＲに

つなげていきたいと考えています。今後、大規模工事を予定しているため、

ＰＲにつながる施設の効果的な更新を検討しています。 

 

・現況写真 

 

 

 

 

 

 

        正面玄関            入浴施設入口 

 

 

 

 

 

 

 

 

         事務室               厨房 

 

 

 

 

※実施計画の留意点 

 各施設に対し、どのような対策が必要かということを計画しているものですが、

財政状況や起債状況等により、必ずしも計画通りに実施されるものではないので、

不断の見直しが必要です。 
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第３章 計画の推進 

【3-1】情報基盤の整備と活用 

 施設の基本情報や工事・修繕の履歴、点検結果等について、継続的な実態把握

によってデータを蓄積し、計画的・保全的修繕や長寿命化改修の実施内容の検討

等に活用します。 

 

【3-2】推進体制等の整備 

 本計画に基づき長寿命化を確実に実施するため、不具合箇所の早期発見・対

応、修繕等の計画的実施による予防保全や長寿命化改修を行います。また、総合

管理計画に基づき、全庁的にその意義や方向性に対して共通認識を持ち、関係部

門が連携しながら計画を推進していきます。 

 

【3-3】フォローアップ 

 施設の状態は、経年劣化等により刻々と変化することから、日常・定期点検等

の結果、利用者や地域住民からのご意見、社会情勢などを踏まえて、適宜見直し

を行い、更なる充実を図ります。 

また、計画の進捗管理を着実に行うため、PDCAサイクルの確立に努めます。 

 

Plan
個別施設計画

●修繕・更新履歴の整理

●施設の劣化状況の把握
●計画の更新

Do
計画に基づく実行

●修繕、改修等

●維持管理
●施設の点検

Action
計画の改善

●検証結果に基づく課題抽出

●計画の改善策の検討
●計画の見直し

Check
計画の評価・検証

●計画の進捗管理

●費用の把握・検証


